
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

市立砺波総合病院医療安全管理組織図 

 

 

医師、看護師、技師、事務職で構成 

各部署における安全リーダーとして医療安全活動を推進する。また、医

療安全マニュアルの作成及び見直しの提言、ヒヤリ・ハット事例の収集

と分析、医療安全に関する職員への啓発、教育、広報などを行う。 

 

■巡回点検部（薬剤点検・医療機器点検） 

医療安全の観点から各部門を巡回し、医療安全管理マニュアルの遵守

状況等を点検する。 

■ＢＬＳ部 

院内急変の事例を検証し、その結果を今後に活かすよう助言する。 

■教育研修部 

医療安全に関する全職員対象の研修会及び職種に応じた専門的な研修

会を開催する。 

■臨床倫理部 

人生の最終段階における意思決定の支援プロセスが円滑に進まない場

合において、患者・家族と医療・ケアチームがともに納得できるよう支

援する。 

■マニュアル検討部 

医療安全管理マニュアルの作成及び見直しを提言する。 

■広 報 部 

医療安全に関する職員への啓発のため、広報紙を発刊する。 

 

医療安全部長が部門の所属長又は現に職場を統括す

る者を指名する。 

各職場の医療安全に関する意識の向上と医療安全管

理委員会で決定した安全対策を周知徹底する。 

 

 

■ 診療部門     各診療科責任者 

■ 看護部門     各部署師長 

■ 薬剤部門     薬剤科長 

■ 放射線技術部門  放射線技術科長 

■ 検査部門     臨床検査科長 

■ 栄養部門     栄養科主幹 

■ リハビリ部門   総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ所長 

■ 医療機器管理部門 医療機器管理室医療機器保全係長 

■ 事務部門     総務課長 

管財課長 

医事課長 

サブマネージャー 

全  職  員 

 

■ 委員長  医療安全部長 

■ 副委員長 医療安全部副部長（医療機器安全管理責任者） 

■ 副委員長 医療安全部副部長 

■ 委 員  院長、副院長、地域医療部長、救急部長、 

集中治療・災害医療部長、看護部長、事務局長、 

薬剤科長（医薬品安全管理責任者）、放射線技術科長、 

臨床検査科長、医療安全管理室長（医療安全管理者）、 

医薬品安全管理係長（セカンドマネージャー）、 

医療機器安全管理係長（セカンドマネージャー）、 

医療安全係長（事務担当者）、 

  医療機器安全管理係主任（セカンドマネージャー）、 

院  長  

医療安全管理委員会 

医療安全作業部会 

令和 6年 5月 8日 

医療安全部 

 

■ 医療安全管理室長（医療安全管理者） 

■ 医薬品安全管理係長（セカンドマネージャー） 

■ 医療機器安全管理係長（セカンドマネージャー） 

■ 医療安全係長（事務担当者） 

■ 医療機器安全管理係主任（セカンドマネージャー） 

 

医療安全管理室 

■ 医療安全部長 

■ 医療安全副部長 

■ 医療安全副部長 

 

 

■ 医療放射線安全管理室長 

（医療放射線安全管理責任者） 

■ 線量管理係長 

医療放射線安全管理室 

 

■ 委員長  副院長 

■ 委 員  放射線安全管理室長、医局長、副医局長、 

循環器内科主任部長、ストマ/スキンケア師長、 

患者総合支援センター師長、放射線科師長代理、 

医療安全管理室医療安全係長、放射線技術科長、 

血管造影担当者、核医学担当者、CT 担当者、 

線量管理係長 

医療放射線安全管理委員会 


